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岡
山
県
農
林
水
産
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
条
例
第
五
十
号

岡
山
県
農
林
水
産
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岡
山
県
農
林
水
産
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
二
十
八
号
中
ハ
を
削
り
、
ニ
を
ハ
と
し
、
ホ
か
ら
ト
ま
で
を
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
解

説
）

◎

岡
山
県
農
林
水
産
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
鑑
み
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
に
基
づ
く
馬
の
馬
伝
染
性
貧
血
の
検

査
に
係
る
手
数
料
を
廃
止
す
る
等
所
要
の
改
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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